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はじめに
　会員各位の業務拡大・事務所繁栄に資するため、平成
２１年度事業計画案及び収支予算案の策定作業を各部で進
めている。既に役員メーリングリストや滋賀会ＨＰ内の
掲示板で、役員・会員各位の意見を募集しているところ
である。しかしその要求に滋賀会として対応するにはい
くつかの問題点がある。そこで、今回は電子申請手続・
民々間商取引における電子文書作成等に係る諸問題につ
いて解説してみたい。

滋賀会運営の電子化
　現在、滋賀会では正副会長、理事、各部長や部会、委
員会等が既存のネット上にメーリングリストを作り、滋
賀会の運営に利用している。事務局は滋賀会に配信され
た日行連等の電子情報や講習会、研修会等の会員に対す
る情報提供をリアルタイムに行っている。ＦＡＸや紙ベ
ースによる情報伝達コストの削減を図る一方で、役員等
の情報共有化による情報格差の是正や事業執行の起案・
決裁手続等迅速な対応を実現している。

滋賀会ＨＰは市民・会員の相談所
　行政書士業務に関して国民と会員への情報サービスの
充実化を図るため、ＨＰを改築して市民から見て使い勝
手の良い業務情報サービスを構築しつつある。誰でもＨ
Ｐにアクセスすれば、掲示されたサービスメニューの中
から、求める許認可手続等に関する手続ガイド、電子マ
ニュアル、申請書印刷、担当部署、審査基準・許可要件
等を知ることが出来るよう整備中である。ところがここ
にきて行政書士による電子手続に関する環境整備の遅れ
が顕著になってきた。

日行連平成２１年度事業計画案
　市民・会員からの要望実現は、単位会でできることと
日行連でなければ出来ないことがある。行政書士の電子
的な行政手続・民々手続のための環境整備は単位会では
限界がある。　
　日行連の高度情報通信社会対策本部が廃部されて久し
いが、認証局運営委員会がついに次年度に廃止される。
これで認証局運営及び電子証明書に関する戦略的政策は
日行連から消え去ろうとしている。滋賀会会員が行政書
士電子証明書を入手しても、それを活用した行政手続・
民々手続の分野が開拓されていないのである。ここに単
位会施策の限界がある。

行政書士を取り巻く環境
　政府は電子政府への電子申請率５０％の政策目的達成の
ために、あらゆる申請手続きの見直しを進めている。そ
こで阻害要因とされているのは、申請書作成を独占する
行政書士制度である。行政書士制度には経済界の規制緩
和要求にとどまらず、書類作成リスクの回避策として、

添付書類の原則省略、電子署名の簡略化等がすすめられ、
極力行政書士の関与部分を少なくしようとしている。
許認可窓口ではシステム構築にあたって、利用者や業界
団体の意見を聞き、入力画面について改善するとして、
誰でも出来るとしながら、業界のための代理人申請画面
が広く設けられている。このようにシステム構築におけ
る利便性の向上に名を借りた「行政書士外し」が進行し
ている。それは自動車登録手続「ＯＳＳ」において行政
書士電子証明書が利用できないシステムとなっているこ
とからも明らかである。

土俵に上がるには
　政府は次世代地域情報プラットフォームを構築し、そ
こに地方自治体、民間企業、ＩＣＴベンダーなどによる
システム連携基盤および連携基盤上で稼働する各種業務
システムを稼働させることとしている。難しい表現であ
るが、要は電子申請基盤という土俵作りが政府により進
められている。日行連が業務分野別の行政書士申請シス
テムを構築して連携させることで、行政書士は電子申請
基盤という土俵に上がることが出来るのである。

他士業の対応は進んでいる
　他方、電子申請に際して電子署名が必要な場合でも、
税理士、社会保険労務士等の国家資格者である代理人を
通じた手続については、代理権の存在を確認する別途の
方策を講じる等した上で、代理人のみの電子署名で手続
可能としている。 （行政書士は未構築）
　社会保険労務士による代理申請の場合、添付書類は、
社会保険労務士のチェックに委ね、添付書類の役所への
送付を不要とすることとされている。 
　このように他士業団体は、代理申請の制度的・技術的
課題について政府の政策決定・システム構築の段階から
関与することにより、士業団体認証局を活用した電子申
請における資格制度の安定化を講じている。

求められる組織的対応
　行政書士電子証明書を利用した電子申請手続きについ
て閉鎖的状況を打開するためには、日行連が単位会、行
政書士に指針を示し、ソフト開発などの支援策を講じる
必要がある。例えば、行政書士電子証明書による定款認
証の費用負担が四万円も軽減されているように、行政書
士による電子申請手続きを利用する場合のインセンティ
ブ措置を構築することが必要である。このようなシステ
ム構築、ソフト開発はＯＳＳにとどまらず、クラウドコ
ンピューティング等によるサービスシステムを日行連が
提供することで、行政・企業・国民利便に資することと
なり、そこにおいて行政書士の資格者としての明確な位
置づけが可能となる。
　（この文章は３月６日の近畿地方協議会研修会で、共
通認識として提案されたものを加筆修正したものである。）


